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1．要介護認定について   

（1）要介護認定の見直しに係る検証・検討会について  

昨年4月の要介護認定方法の見直しにより、必要なサービスが受けられ  

なくなるのではないかという利用者等からの懸念を受けて、「要介護認定  

の見直しに係る検証・検討会」（以下「検討会」という。）が設置され、  

4回にわたり検討が行われたところである。  

本年1月15日に開催された第4回の検討会においては、昨年10月以  

降の要介護認定の状況について議論され、   

① 昨年4月から9月までに新規に要介護認定申請を行った方に対する、  

市町村等からの再申請等の勧奨等により、より適切な要介護認定となり、  

要介護認定の現場が概ね安定した   

（卦 要介護認定の自治体間のバラツキが全体的に相当程度小さくなった   

③ 要介護度別の分布については、非該当者及び軽度者の割合が大幅に減  

少した  

ことなどが挙げられた。  

一方で、過去3年間と比べると 一一部の軽度者の割合が若干大きくなって  

いるが、これについては、昨年10月からの見直し内容や認定調査等にお  

ける特記事項の活用など自治体において充実した研修の実施等により対応  

する必要があるとの指摘がされた。  

以上を踏まえ、検討会では、昨年4月に行われた要介護認定の見直しに  

伴う混乱については、ほぼ終息し、開催目的を概ね達成できたものと判断  

され、検討会は終了することとされた。   

（2）認定調査及び介護認定審査会における留意点について  

検討会における検討結果を踏まえ、認定調査及び介護認定審査会におけ  

る留意点については、本年2月2日付け事務連絡において周知をお願いし  

たところであるが、認定調査及び介護認定審査会においては、改めて以下  

の事項について留意されるよう周知徹底をお願いする。  

（留意点）  

1．認定調査員は、特に軽度者への認定調査に当たっては、「介助されてい   

ない」や「ない」等の選択肢を選択する場合でも、実際に介護の手間が発   

生している場合には、特記事項に介護の手間と頻度を記載する。   

2．認定調査員は、実際に発生している介護の手間が選択肢の選択基準に含   

まれていない場合は、具体的な介護の手間の内容と頻度を記載する。  

認定調査員は、いずれの認定調査項目にも当該介護の手間に対応した項   

目が設定されていない場合には、具体的な介護の手間の内容と頻度を記載  
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する。   

3・特に、「認知症高齢者の日常生活自立度」がⅡ以上のケースについては、   

BPSD関連項目等について実際の介護の手間が発生しているかどうかに   

ついて確認を行い、実際に介護の手間が発生している場合は、特記事項に、   

その手聞及び頻度について記載すること。   

4．認定審査会は、上記のように認定調査員が記載した特記事項等を用いて、   

必要な場合には、一次判定結果の変更（重度変更及び軽度変更）を行うこ   

と。  

特に、一次判定で要支援1等の軽度と判定されたケースで、かつ、「認   

知症高齢者の日常生活自立度」がII以上のケースについては、BPSD関   

連項目の特記事項等に着目して、一次判定の変更の必要性について検討す   

ること。   



平成21年10月からの要介護認定方法の見直しに係る検証について  

平成22年1月15日  
要介護認定の見直しに係る検証・検討会  

（1）平成21年7月28日に開催された、第3回の要介護認定の見直しに係る検証・検討   

会では、昨年4月の要介護認定方法の見直しにより、非該当者及び軽度者の割合が増加   

したこと等を踏まえ認定調査員テキストを修正し、修正の考え方や内容を自治体等に十   

分に周知すべきとした。  

また、厚生労働省に対し、見直し後の要介護認定の実施状況について、本検証・検討   

会に報告するよう求めた。   

（2）本検証・検討会の指摘を受けて、厚生労働省において、認定調査員テキストが修正さ   

れ、市町村への情報提供や調査員等に対する研修が行われた上で、昨年10月より市町   

村等において新たな方法による要介護認定が開始された。今回、その実施状況につい   

て、厚生労働省から報告があった。   

（3）まず、昨年4月瑚当二者となった方等   

郎となった。   

4月からの見直しで影響があった方に対し、厚生労働省、自治体等の適切な連携により、   

迅速な対応が図られ、要介護認定の現場が概ね安定レたことについては、一定の評価   

ができる。   

（4）次に、要介護認定のバラツキについては、全体的に相当程度小さくなっていることか  

21年4月以降の見直しによって、要介護認定のバラツキを抑えるという制度  ち、平成  

酬定程度達成できたと考えられる。  

（5）ただし、要介護度別の分布については、昨年4月からの見直しと比べると非該当者及  
び軽度者の割合は大幅に減少し、概ね同等の分布となったものの、過去3年と比べて   

瑚ことも事実である。   

（6）本検証・検討会としては、これらの結果や、特記事項の活用が不十分であると思われ   

る状況などを踏まえ、厚生労働省に対し、今後、各自治体等においてより充実した研  

修が実施されるよう対応を徹底するとともに、認定調査及び介護認定審査会における  

特記事項の活用について改めて周知することを求めたい。  

（7）以上により、平成21年4月に行われた要介護認定の見直しに伴う混乱については、   

抑証・検討会は、   

今回で終了することとする。  

（8）なお、今後の要介護認定のあり方等については、介護保険制度全般の見直しに向けた   

議論の方向性を待って、公開の場で議論を進めていくことが適当である。  
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現状（1）  

選択螢毒鼻…－一、 

′′一…、 ぎ●実際の介助で選択。… l  
…●頻回な状況で選択。…  

j  ＿＿ノ  

「2・5排尿」の例  
認定調査票  

対象者の状況  
頻度が少ないため  

「企劇されていない」  

を選択  
●排尿の介助はない。  

●週3回程度失禁あり。  

●掃除は家族が行う。  

」  遇に3回線度の  

失禁の掃除は  

豪族が行っている。  二次判定で、  

介護の手間を  

考慮できない   
記載されでいない場合が多い  

留意点（1）  



現状（2）  

選択肢の選択基準に含まれていない場合の例（「2－2移動」の例）  

認定調査票  
選択の基準  

対象者の状況  ′′‾‾‾  
＼
．
≡
H
■
＝
．
●
●
靂
 

′
－
≡
●
－
…
■
l
一
－
■
＼
 
 
 、  

室内は自力移動なので  

「介助されていない」  

を選択  

の移動における家族の   

遇に2回の通院外出時  

手引き歩行、書送迎。  
●   ■●  疇■F＝■■■■■■■●■■t■■■■■■t■■＝書■■け●－◆  

記載されていない場合が多い  

いずれの認定調査項目にも実際に発生している介護の手間に対応した項目が設定されていない場合（「歌書の  

塗布の例）  

認定調査票  二
次
判
定
 
 
 

選択の基準  
対象者の状況  

′′－■■■■一＝■■一一＝■■■■■‾‖‖‾t‾‾叫 
ヽ  

選択すべき  

（一次判定には反映されない）  

●調査項目に軟膏の   

華布の項目なし。  

●手間は特記事項。  
rl［［rTm∴∴∴⊥＝＝：二王ニコ⊂＝＝＝＝＝＝＝」⊥⊥⊥こn  

●一日三回の軟膏の   

背中への塗布。  
●家族による介助あり。   一日三回の家族  

によ各軟書塗布  

介護の手間を  

考慮できない  記載されていない場合が多い  



留意点（2）  

【特記事項の例】  

翳
ノ
リ
‖
リ
‖
菱
差
蓋
虹
 
 

室内では自力で移動できる。払出行為に関して は定義に含まれ ないため、「介助されていないlを選択す  

るが、週に2回、病院に通院する際は、長距離の歩行ができないため、介護者が必ず付き添い圭での送  
迎蜘る。  

∵
J
 
 

－
N
↓
－
－
 
 

【特記事項の例】   

帯状癌疹の後遺症のため、二日 三幡 布する介助が行われている。   
※第2群の特記事項記載欄のあいている部分や「5－1薬の内服」「特別な医療－11じょくそうの処置」等の特記事項欄など、審査会委員   
の読みやすい場所に記載。   



現状（3）  

「4・3感情不安定」の例  

認定調査票   選択の基準  

対象者の状況  ′一一‾  ′  

′ J  

l   

… ●定義された行動の  

… 発生頻度で選択。  
；●手間は特記事項。  
1  

ヽ ヽ  

●「死にたいわ」と毎日   

いうが、感情不安定   
とまではいえない。  

●家族がなだめている。  



留意点（3）  

【特記事項の例（「4－3感情不安定」の例）】  

「死にたい」と毎日のように言う。感情が不安定になるほどではないため、 選択娃馳毎日の  

よ機転ムをなだぬ工ぉり、・手間がかカ＼っている。  

【特記事項の例（「4－6大声を出す」の例）】  

気に入らないことがあると「ばかやろう」と吐き捨てるようにいうことが週に≧蔓回ある。以前はそのようなこ  

とはなかったため、家族は性格が変わったようだと困惑している。家事等、本人の機嫌を損ねないようにし  
ているが慶應に塩魚担になっている。大声でいうわけではないため「大声を出すl は「なしlとした。  

【特記事項の例（「4－15話がまとまらない、会話にならない」の例）】   
家族によると対象者の言動が以前と変わってきており、話していることに整合性がなくなっているように  

感じることもあるとのこと。「会話が成立しない」というほどではないので「話がまとまらず、会話にならないl  

血」としたが、家庭蛙塾監至b越し圧とんど外出することが できない。  

【特記事項の例（「認知症高齢者の日常生活自立度の選択」の例）】   

車の運転が好きで、自分で運転しようとするが、家族が危険と判断し、やめるように言っている。認知症  

の周辺症状としての行動ではないようにも見えるが、本人が車の運転に固執しており、家族がカギを隠し  
ていることで、口げんかになることが週⊆1塵はあるといった状況である。他に適当な項目がないため、当  

項目に記載した。  

留意点（4）   



（参考）  
特記事項に係る規定等について   

○ 介護認定審査会の二次判定（重度変更及び軽度変更）では、特記事項及び主治医意見書から読み取れる「介   
護の手間」に基づき一次判定結果の変更の理由を明らかにすることとされていることから、認定調査においては、   

項に「介護の手間蔓及びその「頻度＝こ関する情報が適切に提 いることが重妻である（介護認定審   

査会委員テキスト21ページ、認定調査員テキスト2ページ）。   

○ 特に、BPSD関連項目においては、実際の対応や介護の手間とは関係なく、BPSD関連の行動の有無に基   
づき、選択肢を選択することとなっていることから、当該項目の有無だけで介護の手間が発生しているかどうか  
は必ずしも判断できない。したがって、二次判定で介護の手間を適切に評価するために、   

の手間の状況や頻度等について特記事項に記載する こととしている（平成21年9月30日発出事務連絡によるQ＆Aの問   

4など）。   

※ BPSD関連項目：「認知症に伴う行動・心理状態」の関連項目   

れていない」（介助の方法の項目）、「な邑」（有無の項目）、「至皇る」（能力の項   

目）等を選択する場合 

○ また、基準にしたがい、「介助さ   
であっても、 実際に介護の手間が発生している場合には、当該介護の手間及び頻度に つ   

いて．特記事項に記載する ことが事要である（平成21年9月30日発出事務連絡によるQ＆Aの間21など）。   

○ さらに、実際に介護の手間が発生しているにも関わらず、「能力」、「介助の方法」、「有無（麻痔等・拘縮及び   
BPSD関連）」のいずれの基本調査項目にも当該介護の手間に対応した調査項目が設定されていないために、   

間を基本調査項目の選択肢の選択に よって反映することが できない場合は 、基本調査項目の   
中で、 もっとも類似する又は関連する調査項目の特記事項等 に、 具体的な介護の手間の内容と頻度を記載する   

必圭がある（同上）。  

世知症幕齢著の日書生清自立よⅠ    症  幕  齢書    の臼甘  生一  活自立よ  Ⅱ  ■知症t欄磯の日鸞生活自立よⅢ  書知症幕餉曹の日常生活自立よⅣ  ■知症書齢曹の日書生活自立よ〟   

何らかの認知痘を有するが、日常  日  痘  
壮・  

自立している。  少  繁に見られ、曽に介護券必菩とす  
ぱ   る。   



2．介護予防事業について  

行政刷新会議の事業仕分けの結果と対応について   

介護予防事業については、平成21年11月に実施された行政刷新会議  

において事業仕分けの対象とされたところである。   

会議では、「予算要求の縮減」とされた上で、「費用対効果等の観点か  

ら政策評価を行った上で、適切な事業規模について検討するべき」との指  

摘を受けた。   

これを受けて、地域支援事業交付金（介護予防事業分）の要求額の精査  

を行い、平成20年度の実績などを踏まえた予算額（案）としたところで  

ある。   

なお、事業内容、国・都道府県・市町村の負担割合、事業費の上限（給  

付見込額の2％以内）等の変更は予定していないので、各都道府県におか  

れては、来年度以降も引き続き介護予防事業に積極的に取り組んでいただ  

くよう管内市区町村に周知・徹底していただくとともに、介護予防市町村  

支援事業などを活用し、市町村における効果的な事業の実施を支援してい  

ただきたい。  
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3．訪問看護支援事業について   

○ 在宅療養の推進に重要な役割を果たす訪問看護ステーションの現状は、   

①1事業所当たりの看護職員は少なく、経営規模が小さい   

② 請求事務や利用者等からの相談等訪問看護以外の周辺業務が多い   

等の理由から、看護職員の業務負担が大きく効率的・効果的な運営ができ   

ず、利用者数・利用回数ともにここ数年は横ばいである。   

○ このようなことから、訪問看護以外の周辺業務の集約化・効率化を図り訪   

問着護サービスの安定的な供給を可能とするため、   

① 訪問看護ステーションで行う請求事務を1か所に集約して実施   

② 利用者、家族等からの利用等に関する相談等を受ける相談窓口の設置   
③ 医療材料等の供給が効果的に行われるシステムの整備   

等体制整備のために必要な予算を計上したところである。各都道府県にお  

かれては、本事業を積極的に活用していただきたい。   

【参考】   

・A県では、請求事務、相談窓口、医療材料の供給それぞれについてのセ  

ンターを設置、実施している。また、訪問着護推進協議会を設置し事  

業内容を検討する段階より、協議会メンバーに医師会、看護協会、薬  

剤師会等の代表を加え、事前に事業実施に関する理解と協力を得てい  

る。その結果、事業がスムーズに実施できている。   

・B県では、訪問看護についての相談窓口の設置を行っており、窓口担当  

者として、訪問看護事業所の管理者経験のある看護師を専従で配置し  

ている。その結果、ケアマネジャー・医療機関・利用者等との連絡・  

調整がスムーズに行えている。   

○ なお、出張所等（いわゆる「サテライト」）については訪問看護計画書の   

作成や、利用者宅への直接訪問等を実施する事も可能である。）さらに、訪   

問看護事業の効率化及び充実を図ることを目的に以下の対応を行った。   

① 平成8年に、過疎地域等において、 「出張所等」を一体的なサービス提  

供の単位として「事業所」に含めて指定することができることとした。   

② 平成10年には、「出張所等」に係る地域の要件を「患家が散在している  

こと、交通が不便であることその他の地域の実情により効果的な訪問看  

護事業を行うことが困難な状況にある地域」に緩和した。   

③ 平成12年には当該地域の要件を撤廃し、どの地域においても出張所等  

の設置を可能にした。  

以上の趣旨をご理解頂き、出張所等の活用について関係者に対し   

て適切に周知頂きたい。  
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訪問看護支援事業  
【患者・家族等】在宅療養を望んでいる患者、家族の不安  
【訪問看護ステーション】訪問看護サービス提供以外の周辺業務により  

利用者■家族のニーズに十分に応えることが困難  

都道府県訪問看護推進協議会の設置 法  
地域の事情に応じた広域対応訪問看護ネットワークセンター事業の運営方  

のための方  

広域対応訪問看護ネットワークセンターの事業例  

請求業務等支援事業  
・訪問看護ステーションより送付された記録  

等を基にレセプト作成、料金請求 等  

・看護記録を基にデータ処理を行い実績等  

を資料化し訪問看護ステーションヘ提供  

コールセンター支援事業  
・利用者一家族からの相談受付、内容によ  

り適宜訪問看護ステーションへ連絡  

t利用希望者、医療機関等からのサービス  

利用の相談対応や訪問看護ステーション  

の情報の発信  

医療材料等供給支援  

事業  

・医療材料等の供給が効率的  

に行われるようなシステム整  

備への支援  

訪間看護事業の推進  

の拡充   




